
この、処遇改善加算については、「賃金改善の対象職員の考え方」について質問を
よくいただきます。
処遇改善加算は、福祉・介護の直接処遇を行う職員や、サービス管理責任者、児童
発達支援管理責任者、看護師等が対象となっております。
「賃金改善実施期間」は、原則４月から３月までの１年間です。
例年、書類提出時期には、処遇改善加算に関する質問を多くいただきます。
提出書類の不備や不足も多くなっていますので、加算の届出に当たっては、あらか
じめ制度をよくご理解いただき、正しい手順で手続きを行っていただきたいと思いま
す。
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